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②【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

製品売上高 43,502,801 37,804,660

商品売上高 15,822,988 16,804,279

不動産賃貸収入 95,136 36,474

売上高 59,420,926 54,645,413

売上原価   

製品期首たな卸高 2,665,189 2,669,991

商品期首たな卸高 914,234 1,595,446

当期製品製造原価 35,185,108 31,299,944

当期製品仕入高 2,362,446 2,341,071

当期商品仕入高 14,253,879 14,160,012

他勘定受入高 ※1  564,093 ※1  231,820

合計 55,944,952 52,298,286

他勘定振替高 ※2  34,431 ※2  5,965

製品期末たな卸高 2,669,991 2,608,126

商品期末たな卸高 1,595,446 1,042,814

商品及び製品売上原価 51,645,084 48,641,379

不動産賃貸原価 ※3  82,872 ※3  42,208

売上原価合計 51,727,956 ※7  48,683,587

延払利益繰延前売上総利益 7,692,969 5,961,826

延払利益繰延額   

当期繰延額 14,921 8,965

前期以前分繰戻額 896 3,296

延払利益繰延額 14,025 5,669

売上総利益 7,678,944 5,956,156

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,619,408 1,555,803

賞与 468,988 414,891

福利厚生費 40,665 37,971

減価償却費 376,729 333,000

貸倒引当金繰入額 25,669 180,242

賞与引当金繰入額 233,234 193,638

退職給付引当金繰入額 127,776 142,362

役員退職慰労引当金繰入額 25,274 24,086

通信交通費 409,807 392,189

租税公課 102,108 81,413

荷造及び発送費 1,429,397 1,231,840

その他 2,015,360 1,858,078

販売費及び一般管理費合計 6,874,420 6,445,517

営業利益又は営業損失（△） 804,524 △489,360

営業外収益   

受取利息 22,015 57,784

受取配当金 123,681 133,172

為替差益 － 27,305

その他 64,906 34,970

営業外収益合計 210,603 253,233
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 94,935 116,569

為替差損 75,693 －

その他 6,107 7,183

営業外費用合計 176,736 123,753

経常利益又は経常損失（△） 838,391 △359,880

特別利益   

投資有価証券売却益 136,932 79

固定資産売却益 ※4  92,796 ※4  3,066

関係会社株式売却益 － 3,500

特別利益合計 229,728 6,646

特別損失   

固定資産除売却損 ※5  115,765 ※5  87,423

投資有価証券評価損 － 646,299

子会社整理損 47,010 －

その他 6,315 8,058

特別損失合計 169,091 741,781

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 899,028 △1,095,016

法人税、住民税及び事業税 181,041 37,826

法人税等調整額 357,272 △108,242

法人税等合計 538,313 △70,415

当期純利益又は当期純損失（△） 360,714 △1,024,600
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平成20年６月27日

東京インキ株式会社 

取締役会 御中 

  
 

   

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東京インキ株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結

財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 

監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、東京インキ株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の監査報告書

あずさ監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  井  上     東  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  田  島  祥  朗  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。 

２ 連結会計年度の連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成21年６月29日

東京インキ株式会社 

取締役会 御中 

  
 

   

   

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東京インキ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結

財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 

監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、東京インキ株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

  

＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、東京インキ株式

会社の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び

運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統

制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載

を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、東京インキ株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評

価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

あずさ監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  井  上     東  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  田  島  祥  朗  ㊞ 
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会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成20年６月27日

東京インキ株式会社 

取締役会 御中 

  
 

   

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東京インキ株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第136期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 

監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、東京インキ株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の監査報告書

あずさ監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  井  上     東  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  田  島  祥  朗  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。 

２ 事業年度の財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

─ 95 ─



 

  

平成21年６月29日

東京インキ株式会社 

取締役会 御中 

  
 

   

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東京インキ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第137期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 

監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、東京インキ株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の監査報告書

あずさ監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  井  上     東  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  田  島  祥  朗  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】  

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年6月29日 

【会社名】 東京インキ株式会社 

【英訳名】 TOKYO PRINTING INK MFG.CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    大 橋 淳 男 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都北区田端新町２丁目７番15号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

  

  



代表取締役社長大橋淳男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業

会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の

評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準

拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 

  なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その

目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務

報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

  

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成21年３月31日を基準日として行われて

おり、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しま

した。  

  本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）

の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務

プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を

及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内

部統制の有効性に関する評価を行いました。  

  財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報

告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響

の重要性は、金額的及び質的重要性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制

の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会

社及び持分法適用関連会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な

内部統制の評価範囲に含めておりません。 

  業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結売上高を指標とし、概ね２／３

に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事

業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とし

ました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、

重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが

大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい

業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

  

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断

しました。 

  

該当事項はありません。 

  

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】



該当事項はありません。 

  

５ 【特記事項】



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年６月29日 

【会社名】 東京インキ株式会社 

【英訳名】 TOKYO PRINTING INK MFG. CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  大 橋 淳 男 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 東京都北区田端新町２丁目７番15号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

  

  



当社代表取締役社長 大橋淳男は、当社の第137期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)の

有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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